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Ⅰ はじめl  

○ 障害者雇用対策については、障害者の職業生活における自立を図る観点か   

ら、週所定労働時間が30時間以上の常用労働による雇用機会の確保を基本   

としているところであり、今後とも、こうした雇用機会の確保を一層促進し   

ていく必要がある。  

○ 一方、経済・産業構造の変化を背景として、労働者の就業意識とともに働   

き方も多様化する傾向にある。働き方の多様化は、障害者の希望に応じて、   

就業場所や就業時間といった面での選択可能性が広がることにより、社会参   

加の制約要因を除去し、就業機会の拡大をもたらす可能性を有する点で、大   

きな意義を持つと言える。  

○ 近年、短時間労働者が増加し、また、派遣労働が働き方の選択肢の一つと   

なっている中、このような就業形態の多様化に対応した障害者の雇用促進の   

ための取組については、平成17年の障害者雇用促進法の改正の際に、衆議   

院及び参議院の厚生労働委員会の附帯決議において課題として指摘され、必   

要な措置を講じることが求められている。  

○ 本年2月には、政府の「成長力底上げ戦略」において、障害者の就労支援   

が大きく位置づけられ、短時間労働や派遣労働を活用した障害者の雇用促進   

のための障害者雇用促進法制の整備が、重点戦略の一項目として位置づけら   

れている。  

○ 障害者雇用対策のこれからの在り方を考えると、障害者雇用促進法の改正   

及び障害者自立支援法の施行により、福祉的就労から一般雇用への流れがより   

一層強まっていくものと考えられ、今後とも週所定労働時間が30時間以上で   

の雇用機会の確保を基本としつつも、就業形態が多様化する中で、短時間労働   

や派遣労働といった就業形態に対する障害者のニーズを踏まえ、このような就   

業形態への対応について、障害者雇用を一層促進する観点から検討を進める必   

要がある。  

○ 本研究会は、以上のような観点を踏まえながら、新たに短時間労働や派遣   

労働等多様な就業形態にも対応しながら障害者雇用を進めていくという考え   

の下、障害者雇用を促進していくための施策の方向性について検討を行って   

きたところであり、このたびその結果をとりまとめたので、報告する。  
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Ⅱ 障害者の短時間労働について  

1障害者の短時間労働の現状  

（1）障害者雇用率制度における短時間労働の取扱  

○ 現行の障害者雇用率制度は、事業主に対して、その雇用する週所定労働   

時間が30時間以上の常用労働者数に対し、その一定割合（1．8％）以   

上の、週所定労働時間が30時間以上の身体障害者及び知的障害者を雇用   

する義務を課す制度となっている。  

その中で、平成4年の法律改正において、障害の重度化への対応を進め   

るため、短時間労働（週所定労働時間が20時間以上30時間未満）の重   

度身体障害者及び重度知的障害者について、特例として実雇用率の算定に   

加える改正が行われた。また、平成17年の法律改正においては、精神障   

害者を実雇用率の算定に加える際に、精神障害の特性を踏まえ、短時間労   

働の精神障害者についても、特例として実雇用率の算定に加えられた。  

○ このように、障害者の短時間労働については、その一部が特例として実   

雇用率の算定の対象となっている状況にあり、また、重度以外の身体障害   

者及び知的障害者は、当該特例の対象にもなっていない状況にある。  

（2）障害者の短時間労働の状況等  

○ 雇用保険被保険者数の推移を見ると、平成8年から平成18年までの   

10年間で5．9％増加し、3，525万人（約195万人増加）となる   

一方で、短時間労働被保険者（週所定労働時間が20時間以上30時間未   

満）については、約3．5倍に増加し、203万人（約146万人増加）   

となっている。  

○ 障害者である雇用者数に占める短時間労働者（週所定労働時間が20時   

間以上30時間未満）の割合は、平成15年の「障害者雇用実態調査」（厚   

生労働省）によると、身体障害者が8．0％、知的障害者が2．8％、精   

神障害者が4．4％となっている。  

また、同調査によれば、身体障害者の短時間労働者については、平成   

10年に1．1万人だったものが、平成15年には3．0万人となってい   

る。  

○ 次に、毎年6月1日時点の障害者雇用状況報告によると、企業における   

障害者の雇用者数については、平成8年から平成18年までの10年間で、   

実雇用率に算定される重度身体障害者の短時間労働者が、約3，000人   

に増加（平成8年は約700人）しており、重度知的障害者の短時間労働   

者は、約1，200人に増加（平成8年は約100人）している。  

○ さらに、平成17年の（独法）高齢・障害者雇用支援機構の調査によれ  
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ば、障害者の求職者のうち約24％が、授産施設等利用者のうち約30％  

が、週30時間未満の労働を希望しており、また、求職者のうち、重度障  

害者では約29％が、軽度障害者でも約22％が、週30時間未満の労働  

を希望している等、短時間労働について、障害者に相当程度のニーズが存  

在している状況にある。  

2 関係者からのヒアリング  

○ 本研究会では、障害者の短時間労働についての現状及び課題について、   

企業（短時間労働者の割合が高い企業）及び就労支援機関（障害者就業   

支援センター）からヒアリングを行った。  

その概要は、別添1のとおりである。（p．19参照）  

3 障害者雇用における短時間労働の位置づけ  

○ 障害者雇用対策においては、従来、障害者の職業生活における自立を図   

る観点から、通常の労働者と同様の週所定労働時間が30時間以上の常用   

労働による雇用機会の確保を基本として講じてきており、今後とも、希望   

する障害者が通常の労働者と同様の就業形態で働くことができるよう、障   

害者の雇用機会の確保を一層促進していくことが、重要である。  

しかしながら、障害者の短時間労働者も増加している中で、障害者の短   

時間労働に対するニーズも相当程度存在することから、障害者雇用におけ   

る短時間労働の位置づけについて、あらためて検討すべき時期に来ている。  

○ 障害の特性や障害の程度、さらには、加齢に伴って体力等の面で課題   

が発生する場合等を考えると、週所定労働時間が30時間以上では働くこ   

とが困難な場合であっても、短時間労働であれば企業で働くことができる   

場合もあることから、短時間労働は、障害者の就業形態の選択肢の一つと   

して有効な面があると考えられる。  

また、企業の側においても、短時間労働であれば通勤や通院等に関する   

配慮がしやすくなるという面や、短時間労働の活用によって高齢となった   

障害者の雇用継続がより容易となるという面があると考えられる。  

○ 障害者自立支援法の施行により就労移行支援事業が創設される等、福祉   

施策の面からも障害者の就労支援策が強化され、障害者の希望や適性に応   

じて福祉的就労から一般雇用への移行を進めていこうとしている現状にお   

いては、短時間労働は、このような福祉的就労から一般雇用へ移行してい   

くための、また、場合によっては一般雇用から福祉的就労への橋渡しとし   

ての、段階的な就業形態としても、有効であると考えられる。  

○ なお、短時間労働について上記のように積極的に位置づけていくに当た  
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っては、障害者本人の希望・適性や職業的自立という点にかんがみ、週所  

定労働時間が30時間以上でも働くことができる障害者やこのような働き  

方を希望する障害者が、その希望や適性に応じた働き方ができるようにし  

ていくことが適当である。  

4 今後の障害者雇用対策における短時間労働への対応  

（1）障害者の短時間労働に対する障害者雇用率制度の適用  

○ 上記3の障害者雇用における短時間労働の位置づけ・意義を踏まえ、障   

害者の短時間労働者が増加している中で、障害者の短時間労働に対するニ   

ーズも相当程度存在する状況にかんがみれば、今後は、事業主による社会   

連帯の理念の下で、新たに、短時間労働も含めて障害者の雇用機会を確保・   

拡大していくことが必要であるという考え方に基づき、障害者雇用率制度   

において、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働につ   

いても、雇用義務の対象としていくこと、具体的には、雇用義務の基礎と   

なる労働者数及び雇用している障害者数の算定において、短時間労働者も   

加えることとすることが考えられる。  

○ このように、短時間労働を雇用義務の対象とする場合、短時間労働者及   

び短時間労働の障害者について、具体的にどのように算定することとする   

かについては、本人の希望や適性に応じた働き方へ移行することを阻害し   

ないようにすることにも留意して、検討する必要がある。  

この場合、現行制度においては、短時間労働の重度身体障害者及び重度   

知的障害者に係る特例について、週所定労働時間が30時間以上の重度障   

害者を2カウントとしているところ、1カウントとして実雇用率に算定し   

ている。 また、短時間労働の精神障害者の特例においても、通常の1カウ   

ントに対し、0．5カウントとしている。  

このような現行制度にもかんがみれば、短時間労働者及び短時間労働の   

障害者については、0．5カウントとして算定することが適当であると考   

える。  

なお、短時間労働の重度身体障害者及び重度知的障害者については、現   

行と同様に、引き続き1カウントとするとともに、短時間労働の精神障害   

者についても、特例としての実雇用率の算定（0．5カウント）を引き続   

き行うべきである。  

（2）適用時期等  

○ 障害者の短時間労働については、障害者雇用率制度上、これまで重度障   

害者等について特例としての実雇用率の算定が行われてきたのみであるこ   



とから、多くの企業においては、短時間労働という雇用形態で障害者を積   

極的に雇用している状況にはないものと考えられる。特に、短時間労働者   

を多数雇用している企業においては、短時間労働が雇用義務の対象となっ   

た場合の影響が大きいことも想定される。  

○ このため、短時間労働を雇用義務の対象とするに当たっては、各企業に   

対して、障害者の短時間雇用に係る好事例の情報提供等を通じて円滑かつ   

速やかな準備・取組を促すことにより、短時間労働による障害者の雇用機   

会が実際に拡大していくよう、適切な一定の準備期間を設けることが必要   

であると考えられる。  
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Ⅲ 障害者の派遣労働及び紹介予定派遣について  

1障害者の派遣労働の現状  

（1）障害者雇用率制度における派遣労働の取扱  

○ 障害者雇用率制度においては、派遣労働についても、雇用関係のある派   

遣元事業主に雇用義務が課されている。 また、各種の助成金についても、   

一部の例外を除き、派遣元事業主に対して支給されている。  

○ なお、雇用義務の算定の基礎となる労働者数の算定に当たっては、特定   

労働者派遣事業における派遣労働者である常用型と一般労働者派遣事業に   

おける派遣労働者に多い登録型で取扱いが異なり、常用型については、派   

遣労働者以外の労働者と同様に算定されるが、登録型については、過去1   

年間の就業日数等の要件を満たす場合にのみ雇用義務の算定の基礎となる   

労働者として扱われている。  

（2）障害者の派遣労働の状況  

○ 派遣労働が働き方の一つとなってきている中で、厚生労働省が労働者派   

遣事業者に行った調査（平成19年；下記2参照）によると、派遣労働者   

のうち障害者である割合は0．35％と、きわめて少ない状況にある。  

また、派遣労働者である障害者について障害種別にみると、身体障害者   

が97．5％を占めており、知的障害者や精神障害者はきわめて少ない状   

況にある。派遣労働者である身体障害者の内訳をみると、下肢機能の障害   

（36．3％）、内部機能の障害（13．1％）、上肢機能の障害（11．5％）   

の順となっている。  

○ 一方、派遣労働に対する障害者のニーズについては、（独法）高齢・障害   

者雇用支援機構の調査（平成17年）によれば、障害者の求職者のうち、   

身体障害者で13．9％、知的障害者で14．9％が、それぞれ派遣労働   

を希望している。  

2 障害者の派遣労働の実態  

○ 労働者派遣事業における障害者雇用の現状を把握するため、厚生労働省   

において、労働者派遣を行う事業主（派遣元事業主）、派遣労働者を受け入   

れている事業主（派遣先）及び派遣労働者として働いている障害者に対し   

てアンケート調査を実施した。1  

1調査は、派遣元事業主1，465杜を対象に実施し、派遣先及び障害者である派遣労働者は派遣元事業主を通じて調  

査票を送付した（派遣先；2，930社、障害者である派遣労働者；2，930人）。   

派遣元事業主の有効回答数は553（回収率37．7％）であり、派遣先及び障害者である派遣労働者の有効回答数  

がそれぞれ266、124であった。（なお、調査方法の詳細等は、参考資料参照）  
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この調査により、障害者の派遣労働の実態について、以下のようなこと  

を把握するに至った。  

（1）派遣元事業主の状況  

① 障害者雇用状況及び障害者である派遣労働者の派遣について  

○ 派遣元事業主のうち、法定雇用率を達成している企業の割合は、22．   

8％となっており、平成18年の障害者雇用状況報告における全国平均の   

達成企業の割合の43．4％を大きく下回っている状況である。  

○ 派遣元事業主の障害者雇用状況については、全体の実雇用率が0．93％   

となっており、平成18年の障害者雇用状況報告における産業別の実雇用   

率の最も低かった情報通信業の1．18％よりも低い水準となっている。  

○ 障害者である派遣労働者をこれまでに派遣したことがある事業主は26．   

2％（145）であった。  

このような状況の中で、常用雇用である派遣労働者に対する障害者であ   

る派遣労働者の割合は、0．35％と実雇用率よりも著しく低い水準とな   

っている。  

○ 回答した派遣元事業主における障害者である派遣労働者（実人員）を障   

害の種類別に見ると、重度以外の身体障害者が66．5％（242人）と   

最も多く、重度身体障害者が28．8％（105人）となっている。  

また、障害者である派遣労働者の内訳は、身体障害者で全体の97．5％   

となっており、知的障害者と精神障害者はわずかとなっている。  

○ 障害者である派遣労働者を派遣した理由については、「派遣先の求める条   

件にあったのが障害者である派遣労働者であった」が57．9％（84）   

と最も多く、「派遣先からの希望があった」は5．5％（8）と最も少なか   

った。  

○ 障害者である派遣労働者を派遣した際の障害の状況の伝達については、   

66．2％（96）が「必ず伝えている」と回答しており、そのうちの5   

7．5％（69）は、「障害の有無・種別等に加えて、個々の派遣労働者へ   

の配慮事項まで伝えている」と回答している。  

② 障害者である派遣労働者への配慮等  

○ 障害者である派遣労働者に対する配慮については、「派遣元事業主と派遣   

先が分担すべき」という回答が87．7％（485）と最も多くなってい   

る。  

○ 障害者が派遣労働で働きやすくするために重要と考えている事項（複数   

回答）については、「派遣先による雇用管理に関するノウハウや職場の上司  
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や同僚の理解等の受入れ態勢の整備」が66．5％（368）と最も多く、   

「派遣先による施設や設備等の整備」、「派遣先による障害者に適する職務   

の創出、再設計」が続いている。  

一方で、「外部機関による人的支援の充実」や「障害者雇用に関する相談   

ができる外部専門機関の充実」は低い水準となっている。  

○ 障害者の雇用義務及び障害者雇用率制度のカウント方法についての考え   

方については、「派遣元事業主と派遣先の分担を考慮して双方」が65．8％   

（364）と最も多く、次いで「派遣先」が19．9％（110）となっ   

ている。  

③紹介予定派遣の状況  

○ 紹介予定派遣の実施状況については、実施しているのは40．3％（2   

23）で、障害者である派遣労働者についての紹介予定派遣の実施状況に   

ついては、実施しているのは5．8％（13）にとどまっている。  

○ 障害者である派遣労働者について紹介予定派遣の今後の実施予定につい   

ては、「実施する予定がある」が8．0％（44）となっており、その理由   

については、「障害者にとって紹介予定派遣が有効であると考えている」が   

52．3％（23）で最も多く、次いで「紹介予定派遣を希望している派   

遣先がある」が22．7％（10）となっている。  

○ 障害者である派遣労働者について、障害者の派遣先での雇用への移行を   

促進する施策がある場合のニーズについては、「ニーズが増す」と考えてい   

る事業主が52．1％（288）となっている。  

（2）派遣先の状況  

（む 障害者雇用状況及び障害者である派遣労働者の受入について  

○ 派遣先において受け入れている派遣労働者数については、「10人未満」   

と回答した事業主が28．2％と最も多く、次いで「10人以上50人未   

満」が25．6％となっている。  

○ 障害者である派遣労働者については、現在、受け入れていない事業主が   

81．6％（217）と8割以上となっており、受け入れている事業主は   

18．4％（49）となっている。  

また、現在障害者である派遣労働者を受け入れている事業主を含め、こ   

れまでに障害者である派遣労働者を受け入れたことがあると回答した事業   

主も、19．5％（52）にとどまっている。  

○ 派遣先のうち、障害者である派遣労働者を受け入れている企業の法定雇   

用率達成割合は67．3％となっており、受け入れていない企業の達成割   



合（39．4％）と比較して高い割合となっている。  

○ 派遣元事業主から派遣労働者が障害者であることの伝達状況については、   

73．1％（38）が「伝えられたことがある」と回答している。  

○ 今後障害者である派遣労働者を受け入れて活用する考えがあると回答し   

た事業主は28．9％（77）であった。  

また、、事前に派遣労働者が障害者であることを把握できるような仕組み   

については、59．8％（159）の事業主がそういった仕組みがあれば、   

受入が進むと思うと回答している。  

② 障害者である派遣労働者への配慮等  

○ 障害者である派遣労働者に対する配慮について、82．3％（219）   

が、「派遣元事業主と派遣先で分担すべき」と回答している。  

○ 障害者が派遣労働で働きやすくするために重要と考えている事項（複数   

回答）については、「派遣元事業主による教育訓練の充実」、「派遣先による   

雇用管理に関するノウハウや職場の上司や同僚の理解等の受入れ態勢の整   

備」がともに50．4％（134）と最も多く、「派遣先による障害者に適   

する職務の創出、職務の再設計」（47．7％（127））、「派遣先による   

施設や設備等の整備」（47．0％（125））が続いている。  

一方、「派遣先による人的支援の充実」や「外部機関による人的支援の充   

実」は低い水準となっている。  

○ 障害者の雇用義務及び障害者雇用率制度のカウント方法についての考え   

方については、「派遣元事業主と派遣先の分担を考慮して双方」との回答が   

50．0％（133）と最も多く、次いで「現在のままでいい」が25．   

9％（69）となっている。  

③紹介予定派遣の状況  

○ 紹介予定の活用状況については、活用したことがある事業主は26．3％   

（70）となっており、障害者である派遣労働者についての紹介予定派遣   

を活用したことがある事業主は5．7％（4）にとどまっている。  

○ 障害者である派遣労働者について紹介予定派遣の今後の活用予定につい   

ては、「活用する予定がある」が13．2％（35）となっている。  

一方、障害者である派遣労働者について、障害者の派遣先での雇用への   

移行を促進する施策がある場合の活用予定については、活用したいと考え   

ている事業主が39．1％（104）となっている。  

（3）障害者である派遣労働者の状況  
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①概況  

○ 障害者である派遣労働者（124人）の年齢は、60歳以上が26．6％   

（33人）と最も多く、50代（23．4％（29人））、30代（21．   

0％（26人））と続いている。  

○ 性別は、男性が61．3％（76人）、「女性」が38．7％（48人）   

となっている。  

○ 障害の種類については、「下肢機能」が33．9％（42人）と最も多く、   

「内部障害」が16．9％（21人）、「上肢機能」が15．3％（19人）   

と続いており、身体障害者が全体の9割以上を占めている。  

一方、「知的障害者」及び「精神障害者」は少なくなっている。  

② 業務及び労働条件  

○ 現在働いている業務については、「事務用機器操作」が19．4％（24   

人）と最も多く、「一般事務」が16．1％（20人）、「製造」が12．9％   

（16人）と続いている。  

○ 派遣元事業主との間の雇用契約期間については、「1年以上」が26．6％   

（33人）と最も多く、次いで「期間の定めがない」が22．6％（28   

人）となっている。  

0 1週間の所定労働時間については、「30時間以上40未満」が55．6％   

（69人）と最も多く、次いで「40時間以上」が26．6％（33人）   

となっている。  

0 1か月あたりの賃金については、「15万円未満」及び「15万円以上2   

0万円未満」が31．5％（39人）と最も多くなっている。  

③派遣労働についての意向  

○ 派遣労働を選んだ理由（複数回答）については、「働きたい仕事内容を   

選べる」が28．2％（35人）と最も多く、次いで「雇用されている会   

社で働いていたが、会社の指示で派遣されることになった」が26．6％   

（33人）となっている。  

○ また、派遣労働を続けていく上で派遣元事業主において改善が必要な事   

項については、「自分にあった仕事の設定」が46．8％（58人）と最も   

多く、次いで「派遣元事業主による教育や研修」が32．3％（40人）   

となっている。  

一方、派遣先において改善などが必要な事項については、「派遣先の社員   

の理解の向上や社員間の円滑なコミュニケーションなど受け入れ態勢の整   

備」が43．5％（54人）と最も多く、次いで「自分に合った仕事の設  
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定」が32．3％（40人）となっている。  

○ 今後希望する働き方については、「できれば正社員として働きたい」が   

38．7％（48人）と最も多く、次いで「今後も派遣労働者として働き   

たい」が34．7％（43人）となっている。  

（4）派遣元事業主と派遣先の役割分担等についての考え方の比較  

○ 障害者である派遣労働者に対する配慮についての役割分担について、派   

遣元事業主の87．7％（485）、派遣先の82．3％（219）が派遣   

元事業主と派遣先が分担すべきと考えている。  

○ 障害者の雇用義務及び障害者雇用率制度のカウント方法についての考え   

方については、「派遣元事業主と派遣先の分担を考慮して、双方」と答えた   

派遣元事業主は65．8％（364）、派遣先は50．0％（133）とな   

っている。  

○ 派遣元事業主及び派遣先双方とも、障害者が派遣労働で働きやすくする   

ために、派遣先による「職務の創出」、「設備等の整備」、「受入れ態勢の整   

備」が重要と考えている。 一方、派遣先については、「派遣元事業主による   

教育訓練の充実」も重要と考えていることが分かる。  

障害者である派遣労働者は、改善などが必要な事項として、派遣元事業   

主については「自分にあった仕事の設定」が、派遣先については「派遣先   

社員の理解の向上や社員間の円滑なコミュニケーションなど受け入れ態勢   

の整備」が最も多くなっている。  

3 関係者からのヒアリング  

○ 当研究会においては、派遣労働及び紹介予定派遣における障害者雇用の   

現状や課題等について、派遣元事業主2社（うち1社は障害者の紹介予定   

派遣を行う事業主）及び公共職業安定所からヒアリングを行った。  

その概要は、別添2のとおりである。（p．20参照）  

4 障害者雇用における派遣労働の位置づけ  

○ 派遣労働が働き方の選択肢の一つとなってきている中で、派遣労働で働   

く障害者は現状ではきわめて少ないものの、派遣労働に対する障害者のニ   

ーズが一定程度あることも踏まえつつ、障害者雇用対策の面から、その位   

置づけや課題について整理することが必要である。  

○ 派遣労働においては、派遣期間が長期にわたる場合もあれば、短期間で   

派遣先を変わる場合もあると考えられるが、障害者の場合は、職場定着に   

相当の配慮や時間を要することがあることから、派遣元事業主において、  
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